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要調査項目等調査マニュアルの制定に当たって 
 
水環境を経由した多種多様な化学物質からの、人の健康や生態系に有害な影響を与える

おそれを低減するため、あらかじめ系統的、効率的に対策を進める必要があるとの認識の

もと、調査を進める際に優先的に知見の集積を図るべき物質のリストとして「水環境保全

に向けた取り組みのための要調査項目リスト」を平成１０年６月に作成した。 
これら、選定された要調査項目の調査は、超微量測定を要求され、高度な測定技術等が

必要である。しかしながら、測定方法の詳細について標準化されていないため、要調査項

目の調査実施に当たっては、測定方法の確立が必要である。 
そこで、これら要調査項目について、毒性情報の収集、水環境中の存在状況実態調査を

通じて知見の集積を進め、その測定方法等について平成１１年１２月及び平成１２年１２

月には「要調査項目等調査マニュアル（水質、底質、水生生物）」としてとりまとめてきて

おり、今般も、さらに知見の集積や測定方法の検討を進め、本マニュアルのとおりとりま

とめた。 
本マニュアルの作成にあたっては、国立環境研究所森田昌敏統括研究官のご指導のもと、

下記の方々にご尽力いただいたものである。 
本マニュアルにより、本マニュアルに掲載した要調査項目の分析方法が標準化され、測

定値の信頼性向上等に寄与し、環境保全活動の一助となれば幸いである。 
 
 
                   平成１４年 ３月 
                     環境省環境管理局水環境部水環境管理課 
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